
情
報
漏
洩
の 

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
訴
訟

　

最
近
の
個
人
情
報
漏
洩
事
故
の
原

因
を
分
析
す
る
と
、
①
内
部
者
の
過

失
行
為
型
、
②
内
部
者
の
故
意
行
為

型
、
③
外
部
か
ら
の
不
正
ア
ク
セ
ス

型
、
④
ウ
イ
ル
ス
型
、
の
四
つ
に
大

別
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
の
八
割
は

内
部
者
の
行
為
が
原
因
と
い
わ
れ
、

し
か
も
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
故
意
行
為

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
個
人
情
報
漏
洩

事
故
の
真
の
原
因
は
内
部
者
の
悪
意

に
満
ち
た
故
意
行
為
で
あ
る
。
内
部

者
の
過
失
に
よ
る
情
報
漏
洩
は
、

「
人
間
は
だ
れ
で
も
必
ず
間
違
い
を
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企
業
の
個
人
情
報
保
護
へ
の
対
応
は
経
営
上
の
リ
ス
ク
管
理
体
制
の
あ
り
方
が
問
わ
れ
る
。
ま
さ
に
「
経
営
の
問
題
」
と
し
て
と
ら

え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
①
情
報
漏
洩
は
企
業
に
甚
大
な
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
る
と
い
わ
れ
る
が
ど
の
程
度
の
リ
ス
ク

性
が
あ
る
の
か
、
②
そ
の
慰
謝
料
額
や
提
訴
の
現
実
的
可
能
性
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
か
、
③
と
く
に
個
人
情
報
は
リ

ス
ク
性
に
関
し
三
つ
に
分
類
で
き
る
が
、
こ
れ
に
対
応
し
て
企
業
は
情
報
管
理
を
ど
の
よ
う
に
実
施
す
べ
き
か
、
等
に
つ
い
て
実
務

的
考
察
を
行
う
。
情
報
漏
洩
の
防
止
の
た
め
に
は
、
他
社
の
情
報
管
理
体
制
を
十
分
に
検
証
し
自
社
に
お
い
て
そ
れ
と
同
等
も
し
く

は
そ
れ
以
上
の
情
報
管
理
体
制
を
実
現
す
る
と
い
う
企
業
決
意
と
努
力
が
必
須
で
あ
る
。
そ
し
て
、
企
業
は
そ
の
企
業
決
意
と
努
力

に
よ
り
企
業
防
衛
と
企
業
価
値
向
上
を
実
現
で
き
る
と
考
え
る
。

　

個
人
情
報
は
「
リ
ス
ク
の
塊
」
で
あ
り�

「
両
刃
の
剣
」
の
意
識
を�

提
訴
リ
ス
ク
の
深
度
と
情
報
危
機
管
理
の
要
諦�

�

来
年
四
月
の
個
人
情
報
保
護
法
全
面
施
行
を
半
年
後
に
控
え
、
金
融
機
関
を
含
む
企
業
の
対
策
と
態
勢
整
備
が
本

格
化
し
て
き
た
。
個
人
情
報
保
護
へ
の
対
応
は
、
Ｉ
Ｔ
社
会
の
進
展
で
そ
の
対
象
や
境
界
が
不
透
明
で
あ
る
だ
け

に
経
営
リ
ス
ク
管
理
の
重
要
な
一
環
と
し
て
の
問
題
意
識
と
全
社
的
な
態
勢
の
構
築
が
課
題
と
な
る
。 
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個
人
情
報
保
護
へ
の
備
え
�

�個
人
情
報
保
護
法
の
ポ
イ
ン
ト
と�

企
業
対
応
の
留
意
点�

法
定
公
表
事
項
「
モ
デ
ル
」
案
の
提
案�

企
業
実
態
に
合
っ
た

情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
を

「
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法

律
」（
以
下
「
個
人
情
報
保
護
法
」

ま
た
は
「
法
」）
は
、
最
も
基
本
的

概
念
で
あ
る
「
個
人
情
報
」
を
、
生

存
す
る
特
定
個
人
を
識
別
し
う
る
情

報
と
定
義
し
（
法
二
条
一
項
）、
個

人
情
報
取
扱
事
業
者
が
取
り
扱
う
多

種
多
様
な
個
人
情
報
の
取
扱
ル
ー
ル

を
わ
ず
か
一
七
カ
条
（
法
一
五
〜
三

一
条
）
の
義
務
規
定
で
包
括
的
に
規

律
し
た
。

名
刺
情
報
か
ら
遺
伝
子
情
報
ま
で

を
含
む
あ
ら
ゆ
る
個
人
情
報
の
取
扱

い
に
つ
い
て
妥
当
と
す
る
単
一
の
ル

ー
ル
を
起
草
し
よ
う
と
す
る
と
、
非

常
に
抽
象
度
の
高
い
規
範
と
せ
ざ
る

を
え
な
い
の
は
、
あ
る
意
味
や
む
を

え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
民
間
包

括
規
制
を
起
草
方
針
と
し
た
こ
と
の

当
然
の
帰
結
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
。

し
か
し
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
告
示

を
待
た
な
く
と
も
個
人
情
報
保
護
法

へ
の
対
策
を
講
ず
る
こ
と
は
可
能
で

あ
る
。
第
一
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
な

の
は
、
情
報
漏
洩
の
防
止
で
あ
ろ

う
。
社
内
の
個
人
情
報
保
護
に
伴
う

業
務
の
大
半
は
、
安
全
管
理
措
置

（
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
）
と
重

個
人
情
報
保
護
法
へ
の
対
応
の
範
囲
は
広
い
が
、
第
一
に
検
討
す
べ
き
点
は
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
で
あ
り
、

そ
の
点
で
「
経
済
産
業
分
野
を
対
象
と
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
に
は
対
応
す
べ
き
項
目
が
細
か
く
記
載
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
は
金
融
機
関
の
対
応
と
し
て
も
参
考
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
の

み
目
を
奪
わ
れ
た
対
応
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
情
報
の
取
得
か
ら
消
去
ま
で
の
個
人
情
報
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
に

即
し
た
利
用
目
的
管
理
な
ど
の
対
策
が
不
可
欠
で
あ
る
。
ま
た
、
企
業
は
法
定
公
表
事
項
を
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
上
に

掲
載
す
る
こ
と
も
求
め
ら
れ
て
お
り
、
参
考
と
し
て
「
モ
デ
ル
」
案
を
作
成
し
て
み
た
。
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